
大阪市立大淀中学校 校則の概要 

持ち物について 

・教科書等、学習に必要なものを持って来る。但し、家庭学習で使わないものなどは 

学校に置いておいてよい。 

・家庭学習に必要な物、学習者用端末（一人一台パソコン）、体操服は必ず持ち帰る。 

・通学時は学校指定のかばんを使用する。 

・携帯電話、ゲーム機など、学習に不要なものは持ってこない。 

 

服装について 

・標準服を着用する。（詰襟学生服・セーラー服） 

・靴は白色の、ひも付き運動靴とする。 

・靴下は白の無地とする。 

・肌着は白、黒、グレー、ベージュで無地の物とする。 

・ベルトは黒、紺、こげ茶の物を着用する。 

・防寒着は華美でないもので、前開きのものを登下校時着用してよい。 

・防寒具は手袋、マフラーを登下校時のみ着用してよい。 

 

頭髪について 

・前髪は目にかからないようにする。 

・清潔で流行を追わない髪型で自然な刈り方にする。 

・染髪、パーマはしない。 

・整髪料等は使用しない。 

・男子は、髪の毛で耳が隠れないようにする。 

襟足は短くし、襟にかからないようにする。 

・女子の肩にかかる髪は黒・茶・紺のゴムでくくる。 

ヘアピンは目立たないものを使う。 

 

＊ 生徒、保護者、教職員、地域で話し合い変更や決定をしています。 

今後も時代の変化に伴い、協議して見直すことがあります。 
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